
①受給資格期間を満たしたい場合　・・・申込日から７０歳まで加入することができます
②老齢基礎年金額を増やしたい場合・・・申込日から６５歳まで加入することができます
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　問合せ　福祉課 福祉係　 ☎２１－２１２０
　　　　　小樽年金事務所 国民年金課 　 ☎０１３４－３３－５０２６

○６０歳以上の任意加入制度
　老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、４０年（４８０か月）の保険料納付済期間がないた
め老齢基礎年金を満額で受け取れない場合に、６０歳を過ぎた後も国民年金に任意加入することで、受給資格
期間や受給額を増やすことができます。

国民年金のお知らせ
～老齢年金の受給資格期間および年金額を増やしたい方へ～

○付加保険料
　付加保険料は、申込みの月から国民年金保険料に月額４００円（定額）を上乗せして納めることで、年金を受
け取る際に「２００円×付加保険料納付月数」で計算された金額が、「付加年金」として毎年の老齢基礎年金に
上乗せして受け取ることができる制度です。
　しかも、納付した分は２年間年金を受け取ることで元がとれ、その後も受け取っている間は付加年金も継続し
て受け取ることができるので、非常にお得です！

（例）月額４００円の付加保険料を１０年間（１２０か月）納付した場合の付加年金はどうなる？
　　　支払総額は「４００円×１２０か月 ＝４８，０００円」となり、
　　　上記計算式から、１年あたりの付加年金額は
　　　「２００円×１２０か月＝２４，０００円」が受け取れ、２年で元がとれます！

※国民年金基金に加入中の方などは、付加保険料の申込みができませんので、ご注意ください。

「ふまねっと運動教室」参加者募集！
～運動が苦手な人でも大丈夫！あなたも参加してみませんか？～

　問合せ　余市町社会福祉協議会　☎２２－３１５６　　

○「ふまねっと運動教室」とは…
　５０センチ四方のマス目でできた大きな“あみ”を床に置き、その網を踏まないように、ステップや手拍子
などを楽しみながら、ゆっくり慎重に歩く運動で、身体の機能向上を目的とするのではなく、教室を通じて地
域との「交流」を重視した介護予防教室です。

会　場 定　員 開催日

中 央 公 民 館 ３０名
月２回（８月・１月は１回）月曜日

大浜中老人寿の家

１０名福祉センター入舟分館
月２回（８月・１月は１回）木曜日

福 祉 セ ン タ ー

開催期間：４月～令和９年３月（各会場年間２２回開催予定）
開催時間：１３：３０～１５：００
対 象 者：余市町民の方（年齢制限なし）
利 用 料：１回１００円（前期・後期でまとめて徴収します）
申込方法：電話にて余市町社会福祉協議会まで申込みください。
申込期限：初回から参加される方は、４月３日（金）までに申込みください。
　　　　　定員になり次第締め切りますが、募集は随時行っています。　 ▲ みなさんと楽しく運動！


